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北海道アウトドアガイドは・・・ 

「北海道アウトドアガイド」は、ゲストをフィールドにご案内するプロガイドとして必要な専門知識・ 
技術・リスクマネジメント知識・コミュニケーション能力・企画能力などを筆記・実技により審査し、 
北海道知事が北海道のガイドとして認定する資格制度の一環です。 
 
筆記・実技試験とも分野別に審査されます。 
筆記試験合格により、実技試験を受験することができます。 
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＜北海道アウトドア資格制度のしくみ図＞ 

北海道アウトドア資格制度は、平成14年から北海道が運営している日本で唯一の資格制度です。 
「北海道アウトドア講習（修了制）」「北海道アウトドア検定（検定制）」「北海道アウトドアガイド 
（認定制）」「マスターガイド（登録制）」の４つで構成されています 

北海道が  
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認定 
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■開 催 地    札幌市 
 

■日 時  平成25年6月30日（日） 
      10:00～12:00  
 

■会 場  北海道立道民活動センターかでる2･7  
        ＊札幌市中央区北2条西7丁目 

       ＊受験票にて部屋番号をお伝え致します。 
 

■申込締切   平成25年６月14日（金）        

受講資格 

平成2５年度第1回「北海道アウトドアガイド」認定試験（筆記）実施概要 

[お申込み・お問合せ] 
 北海道アウトドア資格制度業務センター 
  〒060-0063 札幌市中央区南3条西6丁目セザール第一札幌301号 
         北海道体験観光推進協議会内 

TEL:011-222-1412     FAX:011-221-6564    E-mail：info@do-taiken.jp 
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1）年齢18歳以上であること

２）山中宿泊を伴うコースを20本以上、うち5本以上はテント泊の経験を有すること

1）年齢20歳以上であること

２）山岳夏山ガイド資格保有者としてのガイド業務経験を2年以上有すること

自　　然 1）年齢18歳以上であること

１）年齢18歳以上であること

２）該当するグループ内箇所におけるトレーニングトリップ20回以上、かつ20時間以上の水上経験を有すること

１）年齢18歳以上であること

２）該当するグループ内箇所におけるトレーニング トリップ30回以上、かつ30時間以上の水上経験を有すること

１）年齢18歳以上であること

２）乗馬経験2年以上を有すること

全分野共通

筆記については、ジュニアガイドとガイドの区別はありません。

筆記については、ジュニアガイドとガイドの区別はありません。

筆記については、リーダーとアシスタントの区別はありません。

トレイルライ
ディング

ラフティング

カヌー

山岳（夏山）

山岳（冬山）

＊「北海道アウトドア検定」の合格者であり、合格有効期限内、または合格認定期限内であること

　 ただし、旧資格制度基礎分野に合格し合格有効期限内の方、他分野の資格を有し認定期限内の方は受験可能です。

■試験分野 全分野の試験を行います。 
        ①山岳（夏山）  ②山岳（冬山）     

       ③自然       ④カヌー         
        ⑤ラフティング   ⑥トレイルライディング         

■開 催 地    釧路市 
 

■日 時  平成25年７月７日（日） 
      10:00～12:00  
 

■会 場  釧路市生涯学習センター 
        ＊釧路市幣舞町4-28 

       ＊受験票にて部屋番号をお伝え致します。 
 

■申込締切   平成25年6月21日（金）        



受験手数料 

全分野 各3,000円（税込）です。       

受験手数料のお支払について 

受講申込み後、お近くの「ゆうちょ銀行」からお支払下さい。 
 

ご入金確認後、受験票をお送りします。 
ご入金先） 

 ■ 口座記号番号  2750-8-69174 
 ■ 加入者名    一般社団法人 北海道体験観光推進協議会         

お申込み方法 

所定の申込用紙（「北海道アウトドアガイド認定試験（筆記）申込書」）に必要事項をご
記入の上、郵送でお申込下さい。 
申込用紙は、http://do-taiken.jp からダウンロードできます。 
案内書をお送りした方には、申込用紙を同封しました。 
 

ご希望の試験地（札幌または釧路）を必ずご記入ください。        

3 
案内書を送付した方には、払込取扱票を同封しました。   

払込取扱い票記入例） 



試験の範囲 

平成24年度の筆記試験より新テキストが適用されております。 
試験問題はテキストを中心に出題されますが、基礎的に必要な知識として【リスクマネジメント編】
【自然環境保全の主な法令・制度編」、またテキスト以外から出題される場合もあります。 
 

[自然] 

[カヌー] [ラフティング] 

[トレイルライディング] 

標準テキストは、業務センターで販売しています。 
詳しくは、http://do-taikenをご覧いただくか、 
業務センター（TEL:011-222-1412 ）  
E-mail:info@do-taiken.jp）へお問合せ下さい。 
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【ラフティング編】 
【自然環境保全の主な法
令・制度編】  

山岳夏山 山岳冬山 

◎第1章第1項 
◎第3章 
◎第4章    ほか 

◎第1章第2項 
◎第3章 
◎第4章     ほか 

全章から出題されます。 

【 リスクマネジメント編 】 

【 山岳（夏山・冬山）編 】 

[山岳夏山・冬山] 

[自然] 

全章から出題されます。 
◎第2章第5項 
◎第4章 
◎第5章    ほか 

◎第1章  ほか 

【 自然編 】 
【 自然環境の主な法令・ 

制度編 】 
【 リスクマネジメント編 】 

全章から出題されます。 ◎第1章  ほか 

【 自然環境保全の主な法令・ 
制度編 】 

【 カヌー編 】 

全章から出題されます。 ◎第1章  ほか 

【 ラフティング編 】 
【 自然環境保全の主な法 
令・制度編 】 

全章から出題されます。 

【 トレイルライディング編 】 
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問題数と合格判定基準 
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◆札幌会場……平成25年７月1７日（水）午前10時以降発表 
◆釧路会場……平成25年７月２３日（火）午前10時以降発表 

 

一般社団法人 北海道体験観光推進協議会のHP（http://do-taiken.jp）にて 
合格者の受験番号を発表します。 

記述式 四肢選択 合格判定基準

3点×60問 135点/180点

自然

カヌー

ラフティング

トレイルライディング

10点×5問

山岳（夏山・冬山

3点×50問

150点／200点

160点／200点

平成25年度第1回「北海道アウトドアガイド」認定試験（筆記）合格発表 

平成25年度「北海道アウトドアガイド」認定試験（実技）日程 

筆記試験合格により、実技試験受験資格を取得できます。 
 

実技試験は、平成25年6月～10月に各分野1回～2回の実施を予定しています。 
実施2ケ月前までにhttp://do-taiken.jpで告知します。 



資料1） 

「北海道アウトドアガイド」認定試験（実技）の受験資格 

山岳（夏山）

山岳（冬山）

自　　然

カヌージュニア　ガイド

１）年齢20歳以上であること

２）ジュニアガイド資格保有者としてのガイド業務経験を 2年以上有するもので、該当するグループ内箇所に

　   おけるガイド業務従事回数60回以上、または水上経験60時間以上を有すること

１）年齢20歳以上であること

２）ジュニアガイド資格保有者としてのガイド業務経験を 2年以上有するもので、該当するグループ内河川に

　  おけるガイド業務従事回数200回以上、または水上経験200時間以上を有すること

１）年齢20歳以上であること

２）トレイルライディングアシスタント資格保有者としてガイド業務経験を2年以上有すること

トレイルライディング・

リーダ－

筆記試験受験資格と同様

筆記試験受験資格と同様

筆記試験受験資格と同様

ラフティング
ジュニアガイド

トレイルライディング・

アシスタント

カヌーガイド

ラフティング
ガイド

全分野共通
筆記試験合格者であり、合格有効期限内であること、または人材育成機関において所定のカリキュラムを履修し

筆記試験を免除されたもの

カヌー・ラフティング・トレイルライディング分野については、それぞれジュニアガイド・アシス
タントの実技試験に合格し、認定ジュニアガイド・アシスタントとして所定のガイド経験を積んだ
後、ガイド・リーダー試験を受験することができます。 
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資料2） 

「北海道アウトドアガイド」認定までのフロー 

札幌市在住・勤務の方は 
平成25年度４月より 

「上級救命講習」が廃止 
となり 

「応急手当普及員養成」 
講習が必要となりました。 
詳しくは、同封の書類 
または 

札幌市防災協会の 
ホームページをご覧下さい。 
（http://www.119.or.jp/） 

http://www.119.or.jp/
http://www.119.or.jp/
http://www.119.or.jp/


北海道アウトドア資格制度業務センター 
 
〒060-0063  札幌市中央区南3条西6丁目セザール第1札幌301号 
        一社）北海道体験観光推進協議会内 

TEL  :011-222-1412   FAX:011-221-6564 
      E-mail : info@do-taiken.jp 
      URL : http://do-taiken.jp 


